
 ☆基本料⾦☆ ⼀か⽉定額制です。以下⼀割負担の場合です。

介護度 基本料⾦/⽉
総合マネジメ
ント体制強化

加算Ⅱ

看護体制強化
加算Ⅱ

緊急時対応加
算

科学的介護
推進加算

⽣産性向上推
進体制加算Ⅱ

サービス提供
体制強化加算

Ⅲ

介護職員
処遇改善加算

Ⅱ
合計

要介護1 12,447円 800円 2,500円 774円 40円 10円 350円 14.60% 19,391円
要介護2 17,415円 800円 2,500円 774円 40円 10円 350円 14.60% 25,085円
要介護3 24,481円 800円 2,500円 774円 40円 10円 350円 14.60% 33,182円
要介護4 27,766円 800円 2,500円 774円 40円 10円 350円 14.60% 36,947円
要介護5 31,408円 800円 2,500円 774円 40円 10円 350円 14.60% 41,121円

※新規サービス利⽤の場合、初期加算30円/⽇が登録⽇から30⽇間加算されます。

※状態により、褥瘡マネジメント加算、排泄⽀援加算、⼝腔機能向上加算、特別管理体制加算、ターミナルケア加算が加算されることがあります。

☆その他必要な費⽤☆

介護度 利⽤料（30⽇） 5/1〜
要介護1 99,041円 101,141円

・宿泊費…1泊あたり1,390円→1,460円（5/1〜） 要介護2 104,735円 106,835円
・⾷費…朝⾷231円、昼⾷517円、⼣⾷517円 要介護3 112,832円 114,932円

要介護4 116,597円 118,697円
※オムツ代・医療費等は別途必要になります。 要介護5 120,771円 122,871円 令和8年4⽉1⽇ 改定

※医師の意⾒書により、認知症加算Ⅲ(760円）もしくは、認知症加算Ⅳ（460円）、若年性認知症受⼊加算（800円）が加算されることがあります。
※6か⽉に1度 ⼝腔栄養スクリーニング加算（20円）が加算されます。

※法改定、または加算の取得状況により、利⽤料に変更が⽣じる場合があります。

看護⼩規模多機能型居宅介護事業所

ナーシングホームあいあい料⾦表

看護⼩規模多機能型居宅介護事業所
ナーシングホームあいあい

〒791‐8042 松⼭市南吉⽥町1872−2
TEL：089−974−0041 FAX：089−974−0051
運営：医療法⼈ 北吉⽥診療所
関連施設：北吉⽥診療所

※30⽇宿泊、毎⾷提供の場合、
上記料⾦に79,650円が追加になります。

81,750円（5/1〜）


